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義
務
教
育
の
「
無
償
性
」
を
め
ぐ
る
法
的
問
題

―
い
ま
、
本
当
に
求
め
ら
れ
る
「
無
償
化
」
政
策
を
問
う

埼
玉
大
学
教
育
学
部
准
教
授
　
髙
橋 

哲

は
じ
め
に

　　

昨
年
末
に
報
道
さ
れ
た
安
倍
政
権
の
「
教

育
無
償
化
政
策
」
は
、
高
等
教
育
と
幼
児
教

育
の
教
育
費
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
趣
旨

と
し
て
い
る
（
１
）。
こ
の
施
策
の
特
徴
は
、

第
一
に
、
あ
く
ま
で
「
負
担
軽
減
」
で
あ
り
、

無
償
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
受
給
に

お
い
て
も
所
得
制
限
を
設
け
る
な
ど
、
差
別

的
な
配
分
を
行
う
点
に
あ
る
。
第
二
に
、
義

務
教
育
の
無
償
性
を
す
で
に
実
現
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
捉
え
、
義
務
教
育
外
の
負
担
軽

減
に
焦
点
を
充
て
て
い
る
点
に
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、高
等
教
育
、幼
児
教
育
の
負
担
軽
減
は
、

積
極
的
に
評
価
し
う
る
側
面
も
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
あ
え
て
義
務
教
育

段
階
に
焦
点
を
移
し
、
日
本
国
憲
法
が
定
め

る
「
義
務
教
育
の
無
償
性
」
が
な
い
が
し
ろ

に
さ
れ
て
い
る
現
状
を
明
ら
か
に
し
、
現
行

政
策
の
問
題
を
示
し
た
い
と
思
う
（
２
）。

「
義
務
教
育
の
無
償
性
」
は

実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
？

　　

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
26
条
は
、

「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を
定
め
、
教
育
を

人
間
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
権
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
る
。「
教
育
を
う
け
る
権
利 

」

は
、
英
訳
で
は
「right to receive an equal 

education

」
と
さ
れ
て
お
り
、直
訳
す
れ
ば
「
平

等
な
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を
意
味
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
憲
法
26
条
１
項
は
、
平
等
に
教
育

を
受
け
る
こ
と
を
権
利
と
し
て
定
め
、
２
項
は

こ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
方
途
と
し
て
「
義
務

教
育
の
無
償
」
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
義
務
教
育
の
無
償
」
は
、字
句
通
り
に
読
め
ば
、

就
学
に
必
要
な
一
切
の
費
用
を
無
償
に
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
が
、
現
実
に
は
、
保
護
者
に

よ
る
多
額
の
私
費
負
担
に
依
存
す
る
仕
組
み
が

形
成
さ
れ
て
き
た
。

　

２
０
０
９
年
に
発
行
さ
れ
た
『
子
ど
も
の
貧

論 

考
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困
白
書
』
は
、
無
償
で
あ
る
は
ず
の
義
務
教
育

に
お
い
て
多
大
な
私
費
負
担
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
、
学
校
事
務
職
員
の
調
査
に
よ
り
明

ら
か
に
し
て
い
る
（
３
）。
某
県
公
立
中
学
校
で

は
、
体
操
着
、
制
服
、
給
食
費
、
修
学
旅
行
積

立
金
、
教
材
費
な
ど
を
含
め
て
入
学
年
度
に
約

25
万
６
０
０
０
円
の
私
費
負
担
が
必
要
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

全
国
的
な
傾
向
を
み
て
も
、
文
部
科
学
省
の

実
施
す
る
『
子
ど
も
の
学
習
費
調
査
』
よ
れ
ば
、

学
校
へ
の
私
費
負
担
を
示
す
学
校
教
育
費
と
給

食
費
の
合
計
は
、
最
新
版
２
０
１
６
年
度
に
お

い
て
公
立
中
学
校
で
17
万
７
３
７
０
円
、
公
立

小
学
校
で
10
万
４
４
８
４
円
と
な
っ
て
お
り
、

高
額
な
私
費
負
担
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

無
定
量
な
私
費
負
担
を
求
め

る
法
構
造

　　

日
本
の
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
が
、「
義
務
教

育
は
無
償
と
す
る
」
と
宣
言
し
て
い
な
が
ら
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
私
費
負
担
が
常
態
化
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
か
？
こ
の
よ
う
な
、
私
費
負
担

を
生
み
出
し
て
い
る
現
行
法
制
を
次
に
概
観
し

た
い
。

　

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
憲
法
が
率
直
に
「
義

務
教
育
の
無
償
」
を
宣
言
す
る
の
に
対
し
、
法

律
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
教
育
基
本
法
５
条
４
項

（
旧
法
４
条
２
項
）
は
、「
国
又
は
地
方
公
共
団

体
の
設
置
す
る
学
校
に
お
け
る
義
務
教
育
に
つ

い
て
は
、
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
」
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、「
無
償
性
」
の
範
囲
が
二
重
に
制
限

さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
、
対
象
と
な
る
学
校
が
国

公
立
学
校
に
限
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
無
償
の
対

象
が
授
業
料
の
不
徴
収
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
１
９
４
７
年
に
学
校
教
育
法
が
制
定

さ
れ
、
戦
後
義
務
教
育
制
度
が
発
足
し
て
以
降
、

な
が
ら
く
、
教
科
書
さ
え
も
保
護
者
が
負
担
す

る
状
態
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

教
科
書
が
無
償
と
な
っ
た
の
は
、
１
９
６
３

年
に
「
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無

償
措
置
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
以
降

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
国
公
私

立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
書
が
無
償
給
付

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
無

償
給
付
の
条
件
と
し
て
、
①
広
域
採
択
地
区
で

の
同
一
教
科
書
の
採
択
、
②
４
年
間
の
同
一
教

科
書
使
用
義
務
、
さ
ら
に
は
、
③
教
科
書
発
行

者
の
文
部
大
臣
指
定
制
な
ど
、
教
科
書
の
国
家

統
制
の
た
め
の
仕
組
み
が
内
包
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

義
務
教
育
の
無
償
性
を
め
ぐ
る
法
制
度
は
、

こ
の
国
公
立
学
校
の
授
業
料
不
徴
収
と
教
科
書

の
無
償
給
付
と
い
う
基
本
路
線
が
今
日
も
続
い

て
い
る
。も
ち
ろ
ん
、各
自
治
体
の
裁
量
に
よ
り
、

教
材
費
や
給
食
費
な
ど
を
公
費
負
担
す
る
取
り

組
み
も
存
在
し
て
い
る
が
（
４
）、
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
自
治
体
の
財
政
力
と
政
治
判
断
に
委
ね

ら
れ
て
お
り
、
国
家
政
策
と
し
て
義
務
教
育
の

無
償
性
を
前
進
さ
せ
る
取
り
組
み
は
な
さ
れ
な

い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。　

私
費
負
担
を
許
容
す
る
「
無

償
」
の
範
囲
を
め
ぐ
る
学
説

論
争

　　

で
は
、
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
が
「
義
務
教

育
の
無
償
」
を
宣
言
し
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
私

費
負
担
が
法
律
レ
ベ
ル
で
認
め
ら
れ
て
き
た
の

か
？
そ
こ
に
は
、「
無
償
」
の
範
囲
を
め
ぐ
る
憲

法
解
釈
論
争
が
関
係
し
て
き
た
。
現
在
、
憲
法

26
条
２
項
の
解
釈
に
は
、
主
に
二
つ
の
学
説
が

存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
が
、「
授
業
料
無
償
説
」

で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
憲
法
26
条
が
示
す
無

償
の
範
囲
は
、
国
公
立
学
校
に
お
け
る
授
業
料

の
不
徴
収
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他

の
費
用
に
つ
い
て
は
、
時
の
立
法
政
策
に
委
ね

ら
れ
る
と
す
る
。
１
９
６
４
年
の
最
高
裁
判
決

が
、
憲
法
26
条
２
項
が
示
す
「
無
償
と
は
授
業

料
不
徴
収
の
意
味
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」

（
最
大
判
昭
和
39
・
２
・
２
６
）
と
判
示
し
、
授
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業
料
無
償
説
を
採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
の

通
説
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
近
年
、
子
ど
も
の
貧
困
の
広

が
り
の
な
か
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
修
学

必
需
費
無
償
説
」
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
憲
法

の
条
文
を
字
義
通
り
に
解
釈
し
、
無
償
の
範
囲

は
、「
修
学
に
必
要
な
一
切
の
費
用
」
で
あ
る
と

解
釈
す
る
。
こ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
永
井
憲

一
は
、
憲
法
26
条
２
項
に
つ
い
て
、「
単
に
『
就

学
』
の
た
め
の
授
業
料
の
不
徴
収
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ
の
『
修
学
』
ま
で
に
必
要
と
す
る
全
費

用
を
無
償
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
の

で
あ
る
（
５
）。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
修
学
必
需
費
無
償
説
は
、

憲
法
学
に
お
い
て
は
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
き

た
。
憲
法
学
の
重
鎮
で
あ
る
奥
平
康
弘
は
、
親

の
権
利
に
伴
う
責
任
論
を
持
ち
出
し
、「
教
育
に

要
す
る
費
用
の
な
に
が
し
か
を
、
親
自
身
の
負

担
と
す
る
こ
と
は
そ
う
不
合
理
な
こ
と
で
は
な

い
」
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
教
育
の
無
償
性

と
社
会
保
障
を
混
同
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
、

「
経
済
上
の
理
由
に
よ
る
未
就
学
児
・
生
徒
の
問

題
は
、
教
育
扶
助
・
生
活
扶
助
の
手
段
に
よ
っ

て
解
決
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
の
で
あ

る
（
６
）。

　

奥
平
が
支
持
す
る
授
業
料
無
償
説
の
趣
旨
は
、

経
済
上
の
理
由
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
は
、
無

償
化
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
個
別
に
教
育
扶
助

等
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
と
い
う
点
に
あ
る
。

実
際
に
、
学
校
教
育
法
19
条
に
は
、「
就
学
援
助

制
度
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
経
済
的
理
由
に

よ
り
就
学
困
難
な
児
童
生
徒
に
は
、
個
別
対
応

を
行
う
と
い
う
仕
組
み
が
と
ら
れ
て
い
る
。
問

題
は
、
就
学
援
助
が
実
際
に
経
済
的
困
難
な
家

庭
の
子
ど
も
を
救
済
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点

に
あ
る
。

就
学
援
助
の
問
題

　　

就
学
援
助
の
法
的
特
徴
を
み
る
な
ら
ば
、
学

校
教
育
法
19
条
は
、
最
小
自
治
体
で
あ
る
市
区

町
村
に
そ
の
責
任
を
委
ね
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
国
の
役
割
は
、「
就
学
困
難
な
児
童
及

び
生
徒
に
係
る
就
学
奨
励
に
つ
い
て
の
国
の
援

助
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、「
予
算
の
範
囲
内

に
お
い
て
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費
を
補
助
す
る
」

と
定
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
構

造
の
も
と
、
就
学
援
助
に
は
以
下
の
よ
う
な
問

題
が
生
じ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
就
学
援
助
「
制
度
」
の
格
差
を
め

ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
就
学
援
助
の
基
本
的
制
度

設
計
も
ま
た
市
区
町
村
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
運
用
に
不
可
欠
な
要
綱
や
内

規
な
ど
を
持
た
な
い
自
治
体
や
、
就
学
援
助
の

存
在
を
保
護
者
に
知
ら
せ
て
い
な
い
自
治
体
の

存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７
）。
就
学
援
助
を

利
用
す
る
「
入
口
」
に
お
け
る
自
治
体
間
格
差

が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
就
学
援
助
の
受
給
要
件
の
厳
格
化

の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
一
定
の
収

入
を
有
し
て
い
て
も
扶
養
家
族
が
多
い
場
合
に

は
就
学
援
助
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が

近
年
で
は
生
活
保
護
を
外
れ
た
直
後
の
収
入
状

況
に
あ
る
者
や
、
国
民
年
金
保
険
、
国
民
健
康

保
険
が
免
除
さ
れ
て
い
る
者
な
ど
、
極
度
な
困

窮
状
態
に
な
い
と
就
学
援
助
を
受
給
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
民

年
金
保
険
料
の
免
除
と
い
う
要
件
は
、
子
ど
も

一
人
を
扶
養
す
る
一
人
親
家
庭
が
、
も
っ
と
も

ハ
ー
ド
ル
の
低
い
１
／
４
免
除
を
受
け
る
こ
と

を
想
定
し
た
場
合
で
も
、
年
間
所
得
目
安
額

が
２
４
７
万
円
と
さ
れ
て
い
る
。
厚
生
労
働

省
の
「
平
成
28
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
の
概

況
」
に
よ
れ
ば
、
全
世
帯
の
平
均
年
間
所
得
は

５
４
５
万
８
０
０
０
円
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

平
均
所
得
と
比
較
し
て
も
、
就
学
援
助
を
受
給

す
る
た
め
の
要
件
が
極
度
に
厳
格
化
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

　

第
三
に
、
就
学
援
助
の
受
給
額
の
問
題
で
あ

る
。
就
学
援
助
を
受
け
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
の

受
給
額
は
少
額
に
と
ど
ま
り
、
す
べ
て
の
費
用
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が
補
填
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
、
さ
い
た
ま
市
で
は
、
最
高
額
の
中
学
校
２
、

３
年
生
の
学
用
品
費
で
、
年
額
２
万
６
８
２
０

円
、
最
低
額
の
小
学
校
１
年
生
で
年
額

１
万
２
９
９
０
円
と
さ
れ
て
お
り
、
先
に
み
た

平
均
的
な
私
費
負
担
で
さ
え
カ
バ
ー
す
る
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
。

　

第
四
に
、
就
学
援
助
受
給
者
の
激
増
に
よ
り
、

上
記
の
問
題
が
悪
化
す
る
状
況
が
存
在
し
て
い

る
。
文
部
科
学
省
の
「
就
学
援
助
実
施
状
況
等

調
査
」
に
よ
る
と
、
就
学
援
助
率
は
２
０
１
１

年
度
の
15
・
58
％
を
ピ
ー
ク
に
、
最
新
統
計
の

２
０
１
５
年
度
に
お
い
て
も
15
・
23
％
で
、
６

人
に
１
人
が
就
学
援
助
を
受
け
る
と
い
う
高
止

ま
り
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も

と
、
市
区
町
村
は
財
政
上
の
制
約
か
ら
、
受
給

要
件
を
さ
ら
に
厳
格
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
、

支
給
額
を
減
額
し
て
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
就
学
援
助
に
は
制
度
構
造
上

の
問
題
が
あ
り
、
ま
た
実
態
と
し
て
も
経
済
的

困
難
な
家
庭
を
救
済
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い

な
い
。
就
学
援
助
率
の
高
止
ま
り
は
、
も
は
や

貧
困
や
経
済
的
困
難
の
家
庭
を
め
ぐ
る
問
題
が

「
例
外
」
で
は
な
く
、
義
務
教
育
全
体
を
め
ぐ
る

問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　　

昨
年
10
月
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
総
選
挙
に
お

い
て
、
多
く
の
政
党
は
、
高
等
教
育
と
幼
児
教

育
の
無
償
化
を
高
ら
か
に
公
約
と
し
て
掲
げ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
論
議
さ
れ
て
い
る
「
無

償
化
政
策
」
は
、
保
護
者
の
私
費
負
担
を
前
提

と
し
て
そ
の
「
負
担
軽
減
」
を
は
か
る
施
策
に

過
ぎ
ず
、
ま
た
、
義
務
教
育
段
階
に
お
け
る
無

償
性
の
問
題
を
放
置
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ば
、「
忘
れ
ら
れ
た
政
治
的
争
点
」
と
な
っ

て
い
る
義
務
教
育
の
無
償
性
に
多
く
の
注
目
が

集
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
義
務
教
育
の
無
償
」
を
め
ぐ
る
憲

法
解
釈
は
、
親
の
私
費
負
担
を
当
然
と
す
る

「
授
業
料
無
償
説
」
が
通
説
の
座
を
占
め
て
き

た
が
、
そ
れ
は
経
済
成
長
や
終
身
雇
用
制
を
前

提
と
す
る
「
豊
か
な
時
代
」
の
産
物
に
過
ぎ
な

い
。
子
ど
も
の
貧
困
が
可
視
化
さ
れ
た
今
日
、

「
修
学
必
需
費
無
償
説
」
の
有
効
性
が
示
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も
の
「
平
等
な

教
育
を
受
け
る
権
利
」
を
保
障
す
る
た
め
に
こ

そ
、
日
本
国
憲
法
を
実
質
化
、
な
い
し
再
駆
動

（reactivate

）
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

（
１
）
例
え
ば
、
２
０
１
７
年
12
月
９
日
東

京
新
聞
朝
刊
１
｜
２
面
。

（
２
）
公
教
育
の
無
償
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、

世
取
山
洋
介
・
福
祉
国
家
構
想
研
究
会

編
『
公
教
育
の
無
償
性
を
実
現
す
る
｜

教
育
財
政
法
の
再
構
築
｜
』（
大
月
書
店
、

２
０
１
２
年
）
や
、
成
嶋
隆
「
公
教
育
の

無
償
性
原
則
の
射
程
」『
日
本
教
育
法
学

会
年
報
』
第
41
号
（
有
斐
閣
、
２
０
１
２

年
）な
ど
の
先
駆
的
な
研
究
が
存
在
す
る
。

（
３
）
子
ど
も
の
貧
困
白
書
編
集
委
員
会

編
『
子
ど
も
の
貧
困
白
書
』
明
石
書
店
、

２
０
０
９
年
、
１
５
６
｜
１
５
９
頁
。

（
４
）
こ
れ
ら
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
保
護

者
負
担
金
研
究
会
編
『
保
護
者
負
担
金
が

よ
く
わ
か
る
本
』
学
事
出
版
、
２
０
１
５

年
に
詳
し
い
。

（
５
）
永
井
憲
一
『
憲
法
と
教
育
基
本
権
〔
新

版
〕』
勁
草
書
房
、
１
９
８
５
年
、
91
頁
。

（
６
）
奥
平
康
弘
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」

芦
部
信
喜
編
『
憲
法
Ⅲ
人
権
（
２
）』
有

斐
閣
、
１
９
８
１
年
、
３
７
８
｜
３
７
９

頁
。

（
７
）
自
治
体
間
格
差
の
実
態
研
究
と
し
て
、

湯
田
伸
一
『
知
ら
れ
ざ
る
就
学
援
助
』
学

事
出
版
、
２
０
０
９
年
。


